
別 紙 
 

リコールステッカー貼付の廃止について 
 
 

 リコール、および、改善対策の改修にあたり、自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させる

ための措置としてリコール／改善対策の改善実施済車に対してリコール／改善対策ステッカーを貼付

しておりましたが、統一的なリコール／改善対策ステッカー貼付の廃止に伴い、過去のリコール届出に

ついても令和 2 年 11 月 1 日以降に改善措置を実施するものは当該ステッカーの貼付を廃止することと

いたしましたので、下記のとおり報告いたします。 

 

 なお、当該変更措置に関しましては、別添の案内を弊社 HP で周知して参りますとともに、リコール

／改善対策の改善措置の実施状況等のご確認につきましては、弊社 HP での検索又は弊社コールセンタ

ー（カスタマー インタラクション センター）にて承っておりますことを申し添えいたします。 

 

記 

 

○ リコール／改善対策届出書及び一覧表の訂正内容 

【訂正箇所】 

自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置 

 【訂正内容】 

 「対策実施済車には、シート下のフレームに外-●●●● を貼付*する。」の記述を削除する。 

 

* 弊社が令和 2 年 10 月 31 日までに届出をおこなったリコール／改善対策番号が対象。 

 

 

ビー・エム・ダブリュー株式会社 



ステッカー形状 

別 添 

 

 
 

リコールステッカー貼付廃止のご案内 
  

リコール、および、改善対策を実施したオートバイのシート下のフレームに貼付しておりました、 
リコール/ 改善対策 ステッカーを、令和 2 年 11 月  1日 ( 2020年)より、令和 2 年 10 月  31日までのリコール

届出、および、改善対策届出を含め、貼付を廃止します。 
 

 
 
リコール／改善対策の実施の有無をご確認される場合は、以下の方法にてご確認いただけます。 

【ご確認方法】 

1．当社ホームページ(以下 URL)で車台番号を入力して検索 
BMW：  

  https://rs.bmw-motorrad.jp/recallsearchmotoweb/pages/recall_search.jsf 
 

から「リコール情報のご案内」を検索 
 

2．リコール実施後に車両に施す、識別を確認 

識別方法と位置につきましては、下記の国土交通省に掲載の、各リコール／改善対策の改善箇所説明図より 
ご確認頂けます。 
https://carinf.mlit.go.jp/jidosha/carinf/ris/index.html 
（国土交通省の、自動車のリコール・不具合情報のリコール情報検索のページ） 
 
例) リコール外3027の識別 

     識別：スロットルケースに白ペイントマークを付ける。 
 
 
 
 
 
 

3．フリーダイアルへのお問合せ 

BMW車両：BMWカスタマー・インタラクション・センター リコール専用ダイアル  
リコール専用ダイアル」0120-954-018 (年中無休 運営時間 平日 9:00 - 19:00 / 土日祝 9:00 - 18:00)  
 

 

BMW Motorrad の「Recall Information」のトップページに掲載 
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